
 

 

 

 

第 10 回 

 

 

熊本県議会 

 

震災及び防災対策特別委員会会議記録 
 

 

平成24年９月27日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開 会 中 

 

 

場所  全 員 協 議 会 室 



第10回 熊本県議会 震災及び防災対策特別委員会会議記録（平成24年９月27日) 

 - 1 - 

 

 第 10 回  熊本県議会震災及び防災対策特別委員会会議記録 

 

平成24年９月27日(木曜日) 

            午後１時２分開議 

            午後２時27分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

 （１） 熊本県地域防災計画に関する件 

   ・ 地震・津波被害想定調査の中間報

告について 

   ・ 原子力災害対策について 

 （２） 東日本大震災後の被災地復興支援 

    等対策に関する件 

   ・ 東日本大震災に係る県内避難者の

状況及び支援状況について 

   ・ 平成24年度緊急消防援助隊九州ブ

ロック合同訓練及び熊本県・八代

市総合防災訓練の実施について 

   ・ 「熊本県建築物耐震改修促進計

画」の変更について 

   ・ 電力不足問題について 

 （３） 閉会中の継続審査事件について 

 （４） その他 

  ――――――――――――――― 

出席委員(14人) 

        委 員 長 村 上 寅 美 

        副委員長 前 川   收 

        委  員 山 本 秀 久 

        委  員 西 岡 勝 成 

        委  員 鬼 海 洋 一 

        委  員 小 杉   直 

        委  員 早 川 英 明 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 大 西 一 史 

        委  員 荒 木 章 博 

        委  員 中 村 博 生 

        委  員 佐 藤 雅 司 

        委  員 溝 口 幸 治 

        委  員 前 田 憲 秀 

欠席委員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

       知事公室長 田 嶋  徹 

       危機管理監 佐 藤 祐 治 

危機管理防災課長 福 島 誠 治 

 総務部 

         部 長 駒 崎 照 雄 

 総括審議員兼市町村局長 小 嶋 一 誠 

        人事課長 古 閑 陽 一 

      私学振興課長 仁 木 徳 子 

      消防保安課長 原   悟 

 企画振興部 

       政策審議監 内 田 安 弘 

        企画課長 坂 本   浩 

健康福祉部 

 総括審議員兼政策審議監 伊 藤 敏 明 

    首席審議員兼 

健康福祉政策課長 吉 田 勝 也 

    健康危機管理課長 一   喜美男 

      医療政策課長 三 角 浩 一 

 環境生活部 

      環境政策課長 宮 尾 千加子 

    環境立県推進課長 福 田 充 

      環境保全課長 清 田 明 伸 

     首席審議員兼 

     廃棄物対策課長 加 久 伸 治 

 商工観光労働部 

       政策審議監 出 田 貴 康 

商工振興金融課長 伊 藤 英 典 

   産業支援課長 奥 薗 惣 幸 

エネルギー政策課長 山 下 慶一郎 

      企業立地課長 渡 辺 純 一 
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     首席審議員兼 

       国際課長 山 内 信 吾 

農林水産部 

       政策審議監 豊 田 祐 一 

    農林水産政策課長 国 枝   玄 

      農地整備課長 大 石 二 郎 

    漁港漁場整備課長 平 尾 昭 人 

土木部 

         部 長 船 原 幸 信 

        監理課長 金 子 徳 政 

      道路整備課長 手 島 健 司 

      道路保全課長 亀 田 俊 二 

      都市計画課長 内 田 一 成 

        河川課長 林   俊一郎 

        港湾課長 松 永 信 弘 

        砂防課長 古 澤 章 吾 

        建築課長 坂 口 秀 二 

教育委員会事務局 

教育総務局 

         局長 松 永 正 男 

     教育政策課長 田 中 信 行 

首席審議員兼 

       施設課長 後 藤 泰 之 

体育保健課長 城 長 眞 治 

警察本部 

警備部  

      警備第一課長 佐 藤 正 泉 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

   政務調査課課長補佐 木 村 和 子 

   政務調査課主  幹 桑 原 博 史 

――――――――――――――― 

  午後１時２分開議 

○村上寅美委員長 皆さんこんにちは。お疲

れですけれども、よろしくお願いします。 

 ただいまから第10回震災及び防災対策特別

委員会を開催いたします。 

 まず、前回の委員会以降に人事異動があっ

ておりますので、自席から自己紹介を願いま

す。 

 商工観光労働部政策審議監出田貴康君。 

  （政策審議監、自己紹介） 

○村上寅美委員長 それでは、審議に入りま

す。 

 お手元に配付しております本日の次第に従

い、進めてまいりたいと思います。 

 まず、本日の概要等について、総括的に知

事公室長から説明を願います。 

 

○田嶋知事公室長 知事公室長の田嶋でござ

います。 

 委員会の開会に当たりまして、執行部を代

表して御挨拶を申し上げます。 

 まずもって、県議会におかれましては、去

る７月12日に発生しました熊本広域大水害の

際には、いち早く災害対策協議会を招集して

いただき、また、この特別委員会とともに、

被害状況の把握や今後の対策などについての

協議、さらには国への緊急要望活動に御尽力

を賜りましたことについて、深く感謝申し上

げます。 

 県としましては、できるだけ早い被災地の

復旧、復興に向け、全庁挙げて取り組んでい

るところでございます。さらに、今回の被害

を教訓として、同じような災害でとうとい人

命が失われることがないよう、さらには被害

を最小化できるよう、現在、ハード、ソフト

の両面から今回の災害に関する検証作業を進

めております。年内には検証結果を取りまと

め、その結果につきまして、市町村にも周知

し、今後の防災対策に生かしていきたいと思

っております。 

 それでは、本日の議題の概要について御説

明いたします。 

 まず、県の地域防災計画についてですが、

去る９月11日に開催いたしました熊本県地域

防災計画検討委員会の地震・津波被害想定検

討部会におきまして、地震・津波被害想定調

査の中間報告を取りまとめましたので、今回

御報告いたします。 
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 その内容は、県内市町村ごとの震度分布と

県内沿岸の代表地点における津波高でござい

ます。今後は、人的被害や建物被害といった

被害想定を算出し、地域防災計画のさらなる

見直しを行うこととしております。 

 次に、原子力災害対策につきましては、去

る７月６日に九州電力と川内原子力発電所に

係る防災情報等の連絡に関する覚書を締結

し、原発事故発生時の速やかな情報収集体制

を構築したところでございます。今後も、県

民の安全、安心の確保に向け、しっかりと取

り組んでまいります。 

 また、依然として厳しい状況が続いており

ます東日本大震災の被災地域には、職員の派

遣を継続するとともに、本県に避難してこら

れた方々への生活支援も引き続き行ってまい

ります。 

 詳しい内容につきましては、この後、担当

課から御説明しますので、よろしく御審議を

お願いいたします。 

 

○村上寅美委員長 では、議題の１、熊本県

地域防災計画に関する件について、執行部か

ら説明願います。 

 

○福島危機管理防災課長 危機管理防災課の

福島でございます。よろしくお願いいたしま

す。それでは、着座にて説明させていただき

ます。 

 資料の３ページをお願いします。あわせま

して、本日は、同じものをスクリーンでもお

示ししておりますので、ごらんいただければ

と思います。 

 ９月11日に検討部会で取りまとめました地

震・津波被害想定調査の中間報告について御

説明します。 

 まず、調査対象地震でございます。 

 ６月の委員会でも御説明しておりますが、

国において地震発生可能性の評価が行われた

これら６地震を対象に検討を行っておりま

す。 

 続きまして、こちらは、その調査対象地震

につきまして、今後30年以内に発生する確率

をお示ししております。記載しておりますの

は、文科省の地震調査研究推進本部が公表し

ているものを抜粋しているものでございま

す。 

 比較的確率が高いのが、①の布田川・日奈

久断層帯の中部でございます。ほぼ０から６

％という評価になっております。 

 ⑥の南海トラフでございますが、東海地

震、東南海地震、南海地震を総称して呼ばれ

ておりますが、そこに示しておりますのは、

それぞれ単独の場合においてのものでござい

ます。かなり高い確率になっております。 

 ただ、下の米印、ちょっとスクリーンでは

字が小そうございますが、米印の１に記載の

とおり、先般被害想定等が公表されました３

連動型地震の南海トラフの発生につきまして

は、地震規模も東日本大震災と同規模に引き

上げて検討が行われておりまして、内閣府に

おきましても、発生頻度は極めて低いとされ

ておるところでございます。 

 続きまして、こちらは、ただいま御説明し

ました①から⑤の位置図でございます。 

 次に、中間報告の項目でございます。 

 これも前回の委員会で御説明しております

が、地震につきましては、県内市町村別の震

度分布を、また、津波につきましては、代表

地点の津波高でございます。ただし、南海ト

ラフにつきましては、８月下旬に内閣府から

公表されたものは天草灘分のみでございま

す。今後、国から数値データの提供を受けま

して、有明海や八代海域への影響等について

も検討を行う予定としております。年内に予

定しておる最終報告では、これらについても

お示ししたいと考えております。 

 次に、地震の中間報告でございます。 

 まず、解析手順でございますが、そこに記

載のとおり、①の基礎調査としてデータを集
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めまして、次に、②の表層地盤モデルの設定

ということで、地震の揺れの伝わり方を求め

るために、既存のボーリングデータ等を活用

しまして、それを反映させて、表層の地盤モ

デルを作成しております。 

 次に、③のとおり、対象地震ごとに、地震

の地盤から地表面に伝わる地震動の予測計算

を行い、震度分布の予測を行うものでござい

ます。 

 最後に、④ですが、これらを踏まえまし

て、人的被害や建物被害の被害想定の算定を

行い、年内に取りまとめる予定にしておりま

す。 

 続きまして、震度分布の一覧でございま

す。 

 お手元の資料には、市町村の一覧を１枚で

まとめておりますが、スクリーンでは、ちょ

っと画面サイズの都合で、２つに分けて表示

させていただいております。一番上に対象地

震名を書いております。そして、その地震ご

とに震度を示しております。 

 なお、布田川・日奈久断層帯と別府・万年

山断層帯、これらにつきましては、断層帯の

長さもあるということで、さらにケース分け

をしております。 

 資料では９ページでございますが、まず、

上段が布田川・日奈久断層帯のケース分けで

す。白枠でくくっておりますのが中部、南西

部の連動型でございます。 

 地震動の考え方といたしましては、この白

枠全体が一斉に揺れ始めるということではな

くて、ケース１から４ということで星印をつ

けておりますけれども、そこが破壊の開始地

点として壊れ始めて連動していくということ

になります。布田川・日奈久断層帯は、その

延長も長いことからケースを４つに分けてお

ります。また、別府・万年山断層帯につきま

しても２つのケースで算定をしております。 

 先ほどの一覧表に戻っていただければと思

います。 

 次に、市町村ごとに黄色で着色しておりま

すが、ここが今回本県で調査しました南海ト

ラフ以外の分で、最も高い数値のところに塗

っております。なお、市町村によっては、南

海トラフのほうが大きいところもございま

す。 

 なお、注意書きの１で記載しております

が、今回は、中間報告で速報値ということも

ございまして、各市町村の防災拠点でもござ

います市町村役場の地点での計算値を掲載さ

せていただいております。したがいまして、

今後詳細に調査しますので、同じ市町村の中

でもこの数値を超える箇所が出てくることも

考えられます。最終報告では、市町村内の最

大震度等もお示しする予定でございます。 

 参考まで、一番右側に、国で先般出されま

した南海トラフの結果も記載しております。

こちらは、市町村内の最大値であらわされて

おります。 

 以上が地震関係でございます。 

 続きまして、津波について御説明します。 

 まず、解析手順ですが、先ほどの地震と同

様に、このような形で算出をしてまいりま

す。 

 続きまして、市町村別の最大津波高でござ

います。 

 これも、お手元の資料には県内市町村の一

覧を１枚でまとめておりますが、スクリーン

では２つに分けさせてもらっております。 

 最上段に対象地震名を記載しております。 

 ちなみに、雲仙断層群につきましては、２

つの震源であらわしております。 

 こちらをちょっとごらんいただければと思

います。お手元の資料では12ページでござい

ます。 

 本県への雲仙断層群の津波の影響を考える

上で、黒枠で示しております南東部、もう１

つ、緑枠で示しております南西部北部と南西

部南部の連動型、この２種類を今回算出をさ

せていただいております。 
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 それでは、先ほどの一覧表にお戻りくださ

い。 

 この表の見方でございますが、それぞれ２

段書きの表記になっております。これは、海

面については、潮の満ち引きがございますの

で、上段が、いわゆる満潮時の潮位に津波が

重なった場合の海抜時での高さであらわして

おります。下段が、地震に伴って発生した津

波、いわゆる上積み分のみをあらわしており

ます。 

 ちょっと絵で少し御説明をいたします。 

 満潮位までの高さ、Ｂであらわしておりま

すが、そこに地震に伴い発生しました津波の

波高、Ａとあらわしますが、加えたものが津

波高ということでございます。先般、国から

公表されました南海トラフの津波高も、この

Ｃのところ、これでお示ししておりますの

で、本県でも、このＣについてもあらわして

おりますが、気象台で発表する津波の高さ

が、実はＡのほうでございますので、その点

は御留意いただきたいと思います。 

 そういうことで、表にまた戻っていただき

まして、２段書きであらわしておるところで

ございます。したがいまして、そこでいく

と、苓北ので見ていただきますと、一番右に

満潮位というのが書いてございます。1.6メ

ートルとございます。その1.6メートルと上

段の差を下段、津波の波高ということで表記

をさせていただいているところでございま

す。 

 それから、今回の津波高につきましては、

まだ中間報告ということもありまして、基本

的には沿岸市町村の最大値をあらわしている

んですが、宇城市とか、上天草市とか、天草

市におきましては、複数の海域に面している

こともございまして、今回は、主な代表箇所

としてお示ししております。今後詳細に調査

いたしまして、最終報告では、それらの詳細

な結果をお示ししたいと考えております。 

 また、参考に、南海トラフの数値もあわせ

て載せております。報道等もなされています

が、天草市で４メートル、苓北町で３メート

ルということでございました。 

 これも参考までちょっと申し上げますが、

南海トラフのほうは、小数点第１位を切り上

げております。したがいまして、天草の４メ

ートルは3.1から４メートル、苓北町の３メ

ートルは、2.1から３メートルの間というこ

とになります。 

 なお、先ほども触れましたが、国の検討は

ここまでにとどまっておりますので、今後県

のほうで有明海、八代海沿岸についても調査

します。その際には、今回の県の表示と同様

に、小数点第１位まで出したいというふうに

考えております。 

 続きまして、資料では13ページになります

が、「島原大変」について少し御説明をさせ

ていただきます。 

 今回、検討部会の中でも、この取り扱いを

どうするかということが非常に議論になった

ところでございます。 

 まず、本県での津波の実績を見ていただけ

ればと思います。 

 主なものを一覧として掲載しております。

古くは、744年の天草、芦北、八代での津

波、近年では、昨年の東日本大震災での本渡

港の津波等があります。この本渡港の津波

は、先ほどの表現でいくと津波の波高になり

ます。 

 本県での津波がやはり最も知られておりま

すのが、何といっても、この３番の島原大変

肥後迷惑と言われる寛政４年の津波でござい

ます。文献では、本県で死者約5,000人、長

崎県では約１万人に及ぶ人的被害があったと

されておるところでございます。 

 次に、こちらが現在の島原市の航空写真で

ございます。右奥に見えますのが普賢岳、中

央にありますのが眉山です。手前には島原市

街地が広がっておりまして、黄色の字で記載

しておりますのが島原城でございます。 
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 それで、眉山の裾野から海岸線までの最短

で約２キロほどの距離がございます。 

 続きまして、ちょっとわかりづらい図でご

ざいますが、島原市の図面になります。当時

の眉山の崩壊状況について説明しますと、ま

ず、1792年当時の想定海岸線は、赤線の位置

であったと長崎県の調査で示されておりま

す。 

 次に、当時の眉山の崩壊ラインを青線であ

らわしております。ごらんのとおり、眉山崩

壊によって、海岸線が海側まで押し広げられ

たことがおわかりになるかと思います。現在

は、そこに島原市の市街地が広がっていると

ころです。 

 次に、今回の調査に当たって、過去の文献

等も調査、整理をしております。 

 まず、こちらには、寛政４年の津波によっ

て浸水した熊本県内の範囲を青線で囲ってお

ります。当時の海岸状況と現在の海岸状況で

は、干拓、あるいは堤防等の形状が異なりま

すので、この範囲が、そのまま今も同じ範囲

になるかどうかわかりませんので、そこは御

了承いただければと思います。ただ、文献で

は、熊本市河内町の清田で23.4メートル、ま

た、宇城市の三角町太田尾で22.5メートルを

記録するなど、とても大きな津波だったと記

されております。 

 そこで、この島原大変の考察といたしまし

て、先ほど述べました手順で検討を行いまし

たところ、次の課題が生じてまいります。内

海である有明海では、津波を再現するために

は、１つが、眉山の崩壊による土砂の海中へ

の突入、さらに加えまして、山腹や海底にあ

る断層の円弧滑り等による海水の突き上げと

いった複合的要因が必要であるだろうという

ことが、検討部会の委員の先生方から指摘さ

れております。 

 次に、図でちょっと示しますと、まず、山

体崩壊による土砂の海中への突入でございま

すが、山体崩壊によって土砂がまず海中に滑

り落ちます。そして、それに伴い津波が発生

するというものでございます。 

 もう１つ、断層の円弧滑りでございます

が、こちらも、何らかの要因で山腹や海底に

ある断層の円弧滑りが発生しまして、海底の

土砂を突き上げて津波が発生したのではない

かなということでございます。 

 島原大変は、こうしたことが要因となって

いるのではないかという想定でございます

が、ただ、あくまで想定ということで、証明

するものではございません。 

 そこで、検討部会で委員の先生方に議論し

ていただきまして整理したものが、これから

でございますが、被害想定を算定するために

は、過去発生した津波の再現ができなければ

ならないということでございます。ただ、島

原大変の大きな発生要因である眉山は既に崩

壊しておりまして、同じ事象自体は発生し得

ないのではないかと。加えて、発生から200

年を経過した現在においても、発生メカニズ

ムの学術的証明がなされてないということか

ら、ほかの検討対象地震とは同列の扱いはち

ょっと困難ではないかということでございま

す。 

 そこで、島原大変を発生させた寛政の津波

は、現在の知見では再現できずに今回の対象

から外しますが、将来的にこの辺の解析が進

んできたら、またその段階で検討を行うとい

うことでございます。 

 さらに、委員の先生方から御指摘されたの

が、そうは言っても、島原大変は、県内で5,

000人を超す甚大な被害をもたらした津波と

いうことで、これは間違いない事実であると

いうことでございます。そして、県内には当

時の惨事を伝える供養塔や墓碑が残されてお

り、風化させないように努めなければならな

いということが、多くの委員の方々から指摘

されております。昨年の東日本大震災を踏ま

えまして、改めて、地震、津波の大災害の教

訓や石碑、モニュメント等の持つ意味を後世
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へ伝承し、引き続き防災教育や避難訓練に取

り組んでいく必要があると、検討部会では整

理がなされたところでございます。 

 あと、御参考までに、こちらをごらんいた

だきたいのですが、県内各地にある島原大変

に関する供養塔でございます。津波発生の翌

年に、肥後藩は、被害の甚大な玉名、飽託、

宇土の３郡に、こうした供養塔を建立したと

されております。右が、その一つである玉名

の岱明にございます千人塚でございます。ま

た、左は、玉名市の横島町にございます津波

石で、現在、この石は、玉名・横島海岸保全

事業所の敷地内に移されておりますが、この

崖には、ちゃんと津波石の跡として表示され

て後世に伝えようという努力がなされており

ます。 

 次の写真が、河内にございます大津波の教

訓碑でございます。私も行ってみましたが、

ちょっと読めませんので、もう１つ、ここに

記載がなされております。非常にいいことが

書いてありますので、読み上げます。 

「海岸に寄せ来る津波の音に驚いて、 

 逃げ出そうとした者のうち、船をつなぎに

行ったり、 

 家財を取りだそうとして命を亡くした者も

いた。 

 何ごとにもこだわらず、速やかに逃げた者

は助かった。 

 

 もしも、後の世に同じような津波が襲った

ときは、 

 すべてのことに優先して、ただお年寄りを

助け、 

 幼い子供を連れて直ちに避難しなければな

らない。 

 

 かねてより逃げ道を確かめておき、いざと

いう時になって、迷うようなことがあっては

ならない……。」 

ということが書かれておるということでござ

います。 

 この内容は、県の教育委員会が作成してお

ります道徳教育用の郷土資料「熊本の心」に

も記載されておりまして、防災教育の一翼を

担っていただいているところでございます。 

 最後に、今後の検討ですが、今後さらに検

討を加えまして、液状化や土砂災害等の予測

とか、あと、津波の検討でも浸水範囲の予測

等も行っていきます。それらを踏まえまし

て、被害想定では、人的被害、建物被害、ラ

イフライン被害等の予測をし、最終報告を行

いたいと思います。 

 また、年明け後には、被害シナリオ等を作

成しまして、年度内には、地域防災計画のさ

らなる見直しを行うこととしております。 

 以上で中間報告の説明を終わります。 

 続きまして、資料の23ページをお願いいた

します。 

 原子力災害対策につきまして御報告申し上

げます。 

 まず、１番が、先ほど公室長からも御説明

がありましたが、九州電力と川内原発に係り

ます防災情報等の連絡に関する覚書を締結し

たところでございます。原子力防災体制の整

備の第一歩として締結をいたしております。

川内原子力発電所が所在します鹿児島県、薩

摩川内市以外の自治体では初の締結となりま

す。この締結で、川内原発の事故発生時に、

九州電力から第一報を確実に入手できる体制

を整備したところでございます。 

 下段は、発電所から比較的近い50キロ圏内

にあります関係４市町、水俣市、天草市、芦

北町、津奈木町と県が連携、協力して必要な

対策の推進を図るため、８月９日に対策推進

会議を設置しております。来月開催予定の第

２回会議以降、国の動向、さらには鹿児島県

の取り組みなども参考にしながら、具体的対

策を協議していきたいと考えております。 

 24ページは、国の動向を参考までに載せて

おります。９月６日には、防災基本計画で原
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子力災害対策の充実が図られております。ま

た、９月19日には、原子力規制委員会が発足

するとともに、原子力災害対策特別措置法の

改正等も行われているところでございます。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い

申し上げます。 

 

○村上寅美委員長 それでは、議題２の東日

本大震災後の被災地復興支援等対策に関する

件の①東日本大震災に係る県内避難者の状況

及び支援状況について、執行部から説明を願

います。 

 

○福島危機管理防災課長 では、続きまし

て、資料27ページでございます。 

 まず、県内避難者の状況でございますが、

そこに記載しておりますとおり、９月１日現

在で158世帯、383人の方が本県内に避難をさ

れております。 

 最下段に、公営住宅等への入居状況という

ことで、県営住宅ほか他の住宅含めまして、

178人の方が入居されております。 

 28ページをお願いします。 

 ２番、３番のように、各種支援、相談等に

応じております。 

 あと、４番、県職員の派遣状況でございま

すが、現在派遣中が、本県15名でございま

す。 

 なお、備考のところ、⑤の災害対策業務支

援、福島県庁に今派遣しております。当初予

定では年度いっぱいということで、今２人目

の職員が行っておりますが、このたび、福島

県との協議によりまして、９月で派遣を終了

するという予定になっております。 

 以上でございます。 

 

○村上寅美委員長 それでは次に、議題２の

②平成24年度緊急消防援助隊九州ブロック合

同訓練及び熊本県・八代市総合防災訓練の実

施について、執行部から説明願います。 

 

○原消防保安課長 消防保安課です。 

 それでは、29ページについて御説明いたし

ます。 

 この訓練につきましては、６月の委員会で

防災訓練の充実強化の取り組みの一つとして

挙げていたものでございます。 

 訓練の概要でございますが、この訓練は、

先ほど御説明がありました布田川・日奈久断

層を震源とする地震が八代市を中心に発生し

たとの想定で、来る11月17日、18日の２日間

にわたり実施いたします。会場は、八代市の

球磨川河川敷をメーン会場としまして、八代

外港、日奈久の３会場で行います。 

 11月17日は、緊急消防援助隊の九州各県か

らの集結訓練、八代外港における消防隊や海

上保安庁による津波被害の救出訓練、消防隊

による夜間救出訓練、そして野営訓練となっ

ております。18日は、球磨川河川敷をメーン

会場としまして、消防隊による救出、救助等

のさまざまな訓練、日奈久地区での住民避難

訓練、ライフライン等の復旧訓練等を実施い

たします。 

 30ページをお願いいたします。 

 主な参加機関は、九州各県の消防隊約600

名を中心としまして、自衛隊、海上保安庁、

警察等の防災機関、医療関係機関、建設業協

会や救助犬協会等の団体合わせまして約400

名、地元八代市民や消防団等約500名、合わ

せまして延べ1,500名の参加を予定しており

ます。 

 このほか、多数の消防車両、ヘリを９機、

海上保安庁の巡視船１隻などが参加予定とな

っております。 

 特に、地元の建設業協会には、訓練そのも

のの参加に加えまして、大がかりな訓練施設

の設置や撤去等にも御協力いただく予定とし

ております。 

 緊急消防援助隊につきましては、参考欄に

掲げておりますが、平成７年の阪神・淡路大
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震災の教訓から創設されました全国的な消防

応援の組織でございます。大震災の翌年、平

成８年から各ブロックごとに合同訓練が始ま

り、熊本県では、これまで熊本市を会場とし

て２回開催しております。 

 最後に、31ページでございますが、写真で

ごらんいただきますように、昨年の宮崎県の

訓練の様子ですが、大がかりな訓練を予定し

ております。 

 特に、緊急消防援助隊の九州ブロックの訓

練は、九州各県での大規模災害の発生を想定

しまして、持ち回りで８年に１回の熊本開催

となっておりますので、ぜひこの機会に委員

各位にも御視察をいただきたいと思っており

ます。２日間とも御視察は可能でございます

が、一体的な訓練をごらんいただきますの

は、11月18日午前９時からの球磨川河川敷会

場でございます。また詳細決まりまして御案

内を申し上げたいと思います。 

 以上です。 

 

○村上寅美委員長 それでは、議題２の③熊

本県建築物耐震改修促進計画の変更につい

て、執行部から説明願います。 

 

○坂口建築課長 建築課でございます。 

 熊本県建築物耐震改修促進計画の変更につ

きまして御説明させていただきます。 

 33ページをごらんください。 

 まず、ページ左側の現行の促進計画の内容

でございますが、この計画は、平成19年３月

に策定しまして、計画期間を平成19年から平

成27年度までの９年間とした計画でございま

す。 

 １の計画の目的、位置づけでございます

が、建築物の耐震改修の促進に関する法律第

５条の規定により、都道府県は計画策定が義

務づけをされており、また、県の地域防災計

画の下位計画としても位置づけがされており

ます。 

 次に、２の建築物の耐震化の現状、目標及

び基本方針でございますが、まず、計画策定

時点の耐震化率につきましては、住宅が68

％、特定建築物が79.8％となっています。こ

れらにつきまして、平成27年度までに耐震化

率を90％とすることを目標としております。 

 次に、基本方針としましては、県有建築物

のうち、庁舎、保健所等の活動拠点施設につ

きましては、耐震化の目標を平成27年度まで

に100％、特定建築物につきましては、95％

とすることにしております。 

 民間建築物につきましては、耐震改修促進

法に基づく指導及び助言、耐震化促進への支

援、耐震対策の普及啓発、相談体制を充実す

ることにしております。 

 その他としましては、市町村耐震改修促進

計画策定の推進、被災建築物応急危険度判定

士体制の整備等に取り組むことにしておりま

す。 

 以上が現行計画の概要でございますが、こ

の計画の内容の一部を今年度変更することに

しております。 

 資料の右側をごらんください。 

 まず、変更の経緯としましては、昨年３月

11日に発生いたしました東日本大震災により

まして、上位計画でございます県の地域防災

計画が大幅に見直されることになっておりま

して、この見直しの中で検討されております

地震、津波によります被害想定を促進計画に

反映させる必要があるため、計画の内容の一

部を変更するものでございます。 

 変更の方針といたしましては、先ほど説明

申しました地震、津波による被害想定を反映

した耐震改修の推進、民間の特定建築物の耐

震改修をさらに進めるための重点対策の推

進、地震時の総合的な安全対策を充実するこ

とにしております。 

 次に、主な検討内容でございますが、検討

内容としましては、被害想定を踏まえまし

て、重点的に耐震化を促進すべき地区の選定
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と、その地区の耐震化を促進するための施策

の検討、それから現行の計画にはございませ

ん津波避難ビル指定に向けました支援策の検

討、災害時に特に必要となります緊急輸送道

路沿いの建築物のさらなる耐震化に向けた施

策の検討、また、東日本大震災で問題となり

ました天井落下防止対策等を盛り込むことに

しております。 

 次に、変更スケジュールでございますが、

学識者、建築関係団体の関係者等で構成いた

します検討会議を設置しておりまして、11月

から来年３月までに３回程度開催いたしまし

て、検討を行うことにしております。パブリ

ックコメントを来年４月ごろに予定いたしま

して、これを踏まえまして、来年６月に変更

内容等を御報告いたしまして、その後、一般

に公表する予定としております。 

 以上が建築物耐震改修促進計画の変更方針

の概要でございますが、裏面の34ページをご

らんください。 

 耐震改修促進計画に基づきます耐震化の現

状を一覧にしておりますが、住宅の耐震化率

につきましては、平成20年度末で72％となっ

ているところでございます。今回の調査で、

さらにこの現状を確認することにしておりま

す。 

 それから、県有建築物の耐震化率につきま

しては、平成25年度末までには100％となる

予定となっております。 

 その他の取り組み状況につきましては、下

の表でございますが、市町村耐震改修促進計

画策定の推進、県民向けの講演会、技術者向

けの研修会等を実施してきたところでござい

ます。 

 以上でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

 

○村上寅美委員長 最後に、議題２の④電力

不足問題について、執行部から説明願いま

す。 

 

○山下エネルギー政策課長 エネルギー政策

課・山下です。着座にて説明させていただき

ます。 

 電力不足問題につきましては、資料35ペー

ジをお願いいたします。 

 １のこの夏における電力需給の状況につい

てでございます。 

 国及び九州電力から、７月２日から９月７

日までのお盆の期間を除きます平日の９時か

ら20時について、猛暑であった一昨年に比

べ、10％マイナス程度以上の使用最大電力の

節電の要請が行われました。 

 電力の需給実績でございますが、九州電力

によりますと、一昨年に比べ、マイナス10％

程度の節電が行われたことなどから、電力の

安定的な供給が維持されたとのことでござい

ます。 

 参考までに、一昨年夏の電力需給、この夏

の７月の電力需給見通し及びこの夏の電力需

給実績を表にしております。結果といたしま

して、この夏の最大電力需要時でも、供給予

備率6.9％と安定的に供給がなされておりま

す。 

 需要減の要因としましては、まず、利用者

による節電の上積み、それに、気温が一昨年

より低く推移したこと、また、供給面におい

ては、ほかの電力会社からの応援融通、気象

条件によるプラス影響があったとのことでご

ざいます。 

 なお、資料に記載はしておりませんが、こ

の夏におきましては、関西電力大飯原発の再

稼働がございました。その影響についてです

が、大飯原発の再稼働により、ほかの電力会

社における節電目標の引き下げが行われるな

どの影響がございました。 

 また、仮定の話でありますが、関西電力の

需給ギャップの好転により、中・西日本全体

として供給力が上がり、九州電力への応援融

通の強化につながるという間接的な影響があ
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ったということができます。 

 なお、国は、天候や発電所トラブルなど悪

条件が重なることを考えれば、再稼働は必要

だったとしております。九州電力によります

と、ほかの電力会社からの応援融通につい

て、この夏、最大需要が発生した７月26日に

おける応援融通については、ほかの電力会社

から46万キロワットの融通を受けているとの

ことでございますが、大飯原発再稼働のあっ

た関西電力からの融通は、この夏、受けてい

ないということでございました。 

 次に、２の県における対応等についてでご

ざいます。 

 国及び九州電力からの節電要請を受けまし

て、熊本県のこの夏における節電の取り組み

方針を決定し、県施設のピーク時節電目標を

10％以上に設定するなどの県の率先行動に取

り組んだところでございます。 

 普及啓発の取り組みにつきましては、各種

イベントの実施や県民や事業者の方々への節

電、省エネの呼びかけを通じまして、節電の

達成につながったものと考えております。 

 また、率先行動としての県庁舎における節

電につきましても、当初の目的を達成したと

ころでございます。 

 次に、３の万が一に備えた計画停電につい

てでございます。 

 数値目標つき節電の要請がありました７月

２日から９月７日までの間、万が一に備えた

計画停電の準備が行われました。 

 県におきましても、情報連絡体制の構築を

行うとともに、関係機関と連携しながら、事

前の周知等を行ってまいりましたが、幸い、

計画停電は行われなかったところでございま

す。 

 なお、冬につきましては、国及び九州電力

からの電力の需給見通しなどの発表を踏まえ

た上で、県の対応につきましては検討するこ

とといたしております。 

 説明は以上でございます。 

 

○村上寅美委員長 以上で執行部からの説明

が終わりましたので、これより質疑に入りま

すが、多岐にわたっております。できるだけ

簡潔に、スピードをつけてやりたいと思いま

すので、御協力をよろしくお願いいたしま

す。 

 どなたかありませんか。 

 

○大西一史委員 今、いろいろ御説明いただ

きました。 

 １つ、この前、６月の委員会でちょっと指

摘をさせていただきましたけれども、県のホ

ームページでの災害情報で、特に道路情報、

寸断したところあたりが、熊本市のところは

書いてなくて、それは熊本市のホームページ

で確認してくれみたいなことが書いてあった

から、それは改善したほうがいいよという話

を委員会でさせていただいたら、早速それは

改善をされて、これは道路保全課長さんです

かね、もう全てこれは、熊本市の情報も、そ

れから県道も、それから国道も、一応県のホ

ームページを見れば全部その情報がわかると

いうことで、差しかえをいただいたというこ

とは、まずお礼を申し上げたいと思います。 

 その上で、熊本県の統合型防災情報システ

ムというのがありますけれども、これは、地

震だろうが何だろうが、いろんなことに対応

できるようになっていると思うのですが、こ

の前、７月の豪雨災害のときには、河川の情

報を見るようなライブカメラ、これは国土交

通省のライブカメラとつながっていたと思い

ますけれども、パンクして見られなかったと

いうふうな状況が起こっているわけですね。

この辺の情報が、アクセスが集中したときに

は見られなくなってしまうと。こういった問

題というのは、非常にこれは問題が大きいな

というふうに思うのですが、その辺は何か検

証されたかどうか、今後対応をどういうふう

にしたほうがいいと考えておられるのか、ち
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ょっとお聞かせいただきたいと思います。 

 

○福島危機管理防災課長 危機管理防災課で

す。 

 今、大西先生のほうから御指摘ございまし

たが、熊本県統合型防災情報システムという

ことで、河川とか、雨量の推移とか、各種気

象情報等について一度に見られるようなシス

テムをつくっております。非常に県にとって

も大事なシステムで、県民の皆様にも広く使

っていただきたいと思っております。 

 ただ、御指摘がありましたように、７月12

日の際に、なかなかアクセスができなかった

といった情報があっております。実は、我々

防災関係機関は、別の回線を使っておりまし

て瞬時に見れてたんですね。だから、ちょっ

と気づいておりませんでした。その後、実

は、知事への直行便とか、あと、このシステ

ム自体に問い合わせができるようなシステム

をつくっておりますので、そこを通じて１件

ずつ御指摘がございました。 

 それで、早速調査しまして、当時の状況等

を調べたんですが、確かに、例えば８時から

９時の間で、分平均で3,500件ほどアクセス

があったりしたということで、アクセスがや

はり集中したことで処理時間が通常より長く

なったり、あと、画面の表示等に時間を要し

たり、また、時間切れで表示されなかったと

いうことが考えられております。 

 そういうことで、改めて負荷をかけて、ち

ょっと試験をしてみました。それで、まだ応

急策ではございますが、当面できることとし

まして、特に表示時間がかかったのが、貴重

な情報ではあるのですけれども、雨量とか、

土砂災害とか、河川水位、この辺がちょっと

時間がかかるということがわかりましたの

で、それらについて、まず、画面を読み込む

ステップ、そこをちょっと簡略化しまして、

それは一応応急措置をしまして、これで２割

程度は改善が見込まれると思っております。 

 ただ、抜本的な対策ではございませんの

で、現在さらに、今補修の委託をしておりま

す専門業者のほうに、どのような方法がいい

か、ただ、これも費用もかかりますので、費

用がどれぐらいかかるか、いろんな方法を今

出してもらうようにお願いをしております。

その結果を踏まえまして、また対策について

は検討したいというふうに考えております。 

 

○大西一史委員 今実際にこれがアクセスで

きなかったという事実は、県のほうでもある

程度把握をされていたということですけれど

も、やっぱりこれは、災害時に皆さん一遍に

見ますから、3,500アクセス程度でダウンし

てしまうということは、非常に問題だろうと

私は思いますので、何らかの改善が必要だろ

うと思います。それだけやっぱり多くの皆さ

んが情報を求めて県のこのホームページを見

ているわけですから、あれは何のためにつく

っとるのだということで、随分私のところに

も、批判というか、問い合わせがありまし

た。ですから、それはちょっと改善を図って

いただきたいというふうに思います。 

 それと、情報提供のあり方として、県民向

けに広くどう災害情報――河川が氾濫しそう

な大雨のような情報の場合は、例えば、イン

ターネットがいいのか、それともテレビのほ

うがやっぱり私は早いと思うので、例えば、

そういう報道機関とかとの連携というのは、

これは、この防災計画の中にもきちっと、11

4ページに書いてありますので、こういった

ところの強化を図っていただいて、できるだ

け早く広く周知ができるような方法というの

を、災害種別によって違うと思いますので、

図っていただきたいというふうに思います。 

 今回の災害も含めてですけれども、報道機

関とかとの情報の連携というのはどうだった

のでしょうか。ちょっとお尋ねしますけれど

も……。 
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○福島危機管理防災課長 ７月12日の水害の

際には、まず報道機関との広報班も設置しま

して、被害状況等については随時提供できる

ようにしておりましたが、今の御指摘のよう

に、画面とか、そういったものを使っての提

供あたり――今回、実はヘリの映像等が我々

にとっては非常に重要だったのですが、すぐ

ライブで放送するとかいうことになると、ま

たいろんな課題もありますので、それをダビ

ングして提供するとか、そういったことは今

回もやったりしましたので、今後も、できる

だけ迅速にそういった情報提供が報道機関に

できるように努めていきたいと思っておりま

す。 

 

○村上寅美委員長 今のは、田嶋公室長、マ

スコミとの対応とか要るわけで当然だけど、

早い遅いは別にしても、迅速に、そして、当

然やっていると思うけど、強化してもらうよ

うに要望しておきます。 

 

○荒木章博委員 ２つだけちょっとお尋ねし

たい。 

 この16ページの眉山の崩壊の件ですけれど

も、これは、いろんな学説によると、幾つか

の学説が――眉山が崩壊したために津波が起

きて5,000有余の死者が出たという意見もあ

りますけど、実際津波でそういうことも起き

たという意見もあるので、後にも書いてあり

ますけど、一概に、眉山の崩壊だけにという

ことだけでは、ちょっとどういうものかなと

いうのが１点です。 

 もう一点は、最近災害があって、私も災害

メールを、この前ここで言いましたように、

災害メールの設置をしていると、幾つか誤報

が最近多いですね。ですから、そういったの

は、あんまり誤報が続くと、人間というのは

なれっこになって、ああ、大丈夫かという意

識になるので、誤報が全くないということは

無理かもしれぬですけど、そういうところの

対応とか、対策とか、そういうのは今後どう

なされていくのか、その２点だけをちょっと

お尋ねしたいと思っております。 

 それともう１点、後世に防災教育とか避難

訓練に取り組んでいくということなんですけ

れども、教育委員会あたりは、どういうふう

な防災訓練を今後計画的に考えていかれるの

か、ちょっとその３つだけをお尋ねしたいと

思います。 

 

○福島危機管理防災課長 では、まず、１点

目と２点目について申し述べます。 

 まず、１つ目の眉山崩壊の件でございま

す。 

 ちょっと先ほどの説明とやや繰り返しには

なりますが、今回の検討部会の中でも、資料

の16ページから17ページにお示ししていると

おり、やはり眉山の崩壊による土砂の海中へ

の突入だけでは、なかなかそこまでいくのか

どうか、疑問といいますか、やはりそれにプ

ラスアルファあるんじゃないかということ

で、はっきりしたことは言えないけれども、

この山腹や海底にある断層の円弧滑り、さら

にそれにプラスしての突き上げというところ

までないと、ここまでの地震、津波が発生す

ることはなかったのじゃないかというような

御指摘でございまして、ちょっとこれを掲載

させていただいております。 

 それから、２点目のメールの件でございま

す。 

 実は、９月13日に、防災情報メールにより

ます水位の観測情報が、ちょっと誤配信があ

りまして、これはまた、たまたま２件、同じ

日に発生してしまいました。１件が、原因を

簡単に言いますと、１つは……。 

 

○荒木章博委員 内容はいいです。 

 

○福島危機管理防災課長 いいですか。 

 そういうことで、メンテナンスをしっかり
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行うように、これはかなり関係部局もまたが

っておりますので、関係課にもお願いをし

て、今後こういうことのないように、注意す

るように伝えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

○城長体育保健課長 体育保健課でございま

す。 

 学校における避難訓練は、小中高等学校と

もに、全て100％実施をしておりますが、そ

の内容につきましては、これまで津波対策等

はまだ充実していない場面がございましたの

で、今回各学校に避難訓練の見直しを提示さ

せておりまして、今その点検をしているとこ

ろでございます。各学校の実態に応じた避難

訓練がなされているかどうかをチェックしな

がら、実態に応じた避難訓練のあり方につい

て、指導していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

 

○荒木章博委員 非常に海岸べたというか、

そういうところの学校の耐久性の問題とか、

幾つもありますし、そういうのを含めて、そ

ういう調査あたり、研修も含めてお願いした

いと思います。 

 それと、また、防災に対する、要するにサ

イレン、本会議場でも私申しましたけれど

も、サイレンあたりも、きちんとした対応の

仕方をぜひお願いしたいと思います。 

 終わります。 

 

○山本秀久委員 今ずっと聞いていると、い

ろいろ検討していただいていることはわかり

ます。でも、この東日本災害の教訓というも

のが、大体皆さん全部調べた上で教訓を感じ

て、この熊本の状態を考えてやっているの

に、それに問題点が何なのかということを吟

味しとかぬとおかしいのじゃないかと思いま

す。ただこうします、ああしますじゃなく

て、何か熊本県としてそれ、対応できるのか

できないのかというのがあるはずだと私は思

う。その点を十二分に把握しながらこの災害

対策は進めるべきじゃないかと私は思うか

ら、その点をちょっと言っておきたかったの

だ。 

 

○佐藤危機監理監 今委員御指摘のとおり、

昨年の3.11の教訓につきましては我々も十分

に認識して、防災計画自体変えているつもり

でございます。その中で一番大きいのは、こ

れだけやっぱり広域的、重大な被害が起こっ

たときに、即行政が対応できるかという点で

ございまして、今回の大きな水害につきまし

ても、まず我々が把握しましたところは、い

わゆる市町村がちゃんと機能しているか、動

いているかというところは、まず確認したと

ころでございまして、一応どこも、役場自体

がつかっている、動いていないというところ

はなかったものですから、まずそこは一安心

して、その中でどうやって使用していくかと

いうようなことでいたしましたので、そうい

う形で、大規模、非常に広域的な災害のと

き、今回もかなり広域的な災害でございまし

たので、そういう教訓を生かしながら防災計

画自体を見直していきたいと考えておりま

す。 

 

○山本秀久委員 それならいいけど、まだ、

それに対して、いろんな情報源があるはず

だ。その情報の発信の仕方、先ほどいろいろ

話が出ているけど、そういう点を、熊本県と

して足りないところというのを早く知るこ

と、それを要望しておきたいと思うのだ。 

 

○村上寅美委員長 要望でいいですか。 

 

○山本秀久委員 うん。 

 

○小杉直委員 ４ページ、５ページ、その他

の資料も、カラー写真とか、図示してわかり
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やすくつくってあるですが、この断層ですた

いな、今までは長期にわたって布田川・日奈

久断層と緑川断層が２つあるということで認

識しておりましたが、今度は、緑川断層につ

いては上げてないという理由は何だろうかな

と思います。 

 

○福島危機管理防災課長 まず、調査対象地

震につきましては、現在、国の地震調査研究

推進本部で評価ですね、実際の発生の可能性

とかが高くて、あと、どういったマグニチュ

ードの規模があるとか、どういった断層帯の

長さがあるとか、そういったものがきちっと

出されているのが現在98ございまして、98の

中に該当している、本県に関係するものを今

回調査対象とさせていただいております。 

 実は、国のほうでも緑川断層帯につきまし

ては検討もちょうど始まっているというふう

に聞いていますので、今後、この緑川断層帯

がどういう位置づけになっていくのか、そう

いった震度あたりの調査ができるようなデー

タが出てくれば、またその時点で検討はして

いきたいというふうに思っております。 

 

○小杉直委員 なら、今まで緑川断層も県内

の断層の一つとして県民の皆さんには説明が

あってきて、我々もそう説明してきたわけで

すが、どういうふうに説明しておこうか、緑

川断層については。 

 

○福島危機管理防災課長 現在の知見では、

こういった予測といいますか、それがまだち

ょっと出せないという御説明になるかと思い

ます。 

 

○小杉直委員 わかりました。 

 

○村上寅美委員長 ほかにありませんか。 

 

○前田憲秀委員 先ほどの防災メールについ

ても、ちょっとお尋ねをしたいのですけれど

も、７月の豪雨のときとこの間の台風の高潮

のときに、ＮＴＴドコモのエリアメールが入

りました。このエリアメールは、そもそも、

ちょっとお尋ねしたいのですけれども、行政

の危機管理とは全く違うところで通信会社が

発しているのか、何か連携があるのかをちょ

っとお尋ねしたいのですけれども……。 

 

○福島危機管理防災課長 エリアメールにつ

いてのお尋ねでございます。 

 エリアメールにつきましては、現在、携帯

電話のサービス会社、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤ

Ｉ、ソフトバンク等がやっております。 

 

○前田憲秀委員 エリアメールというのはド

コモだけでしょう、その名称は。 

 

○福島危機管理防災課長 エリアメールと呼

んでいるのはドコモですね。 

 

○前田憲秀委員 ドコモしか入ってないと思

うのですよね、そのときは。 

 

○福島危機管理防災課長 現在……。 

 

○前田憲秀委員 連携があるのかどうかをち

ょっとお尋ねします。 

 

○福島危機管理防災課長 まず、市町村のほ

うが、いわゆるドコモのエリアメール、これ

については全市町村加入しておりまして、全

市町村でもう既に動いているのですけれど

も、エリアメールの発信の仕方が、いろいろ

パターンがありまして、例えば、大津波情報

とか、津波警報……。 

 

○前田憲秀委員 済みません。ちょっとその

件はもうわかっています。 

 例えば、この間の高潮のときにエリアメー
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ルが入りました。その連携があるのかどうか

をちょっとお尋ねしているのですが……。通

信会社が一方的に発しているのかどうかをち

ょっと確認したいのですけれども……。 

 

○福島危機管理防災課長 市町村で発信する

場合は、市町村のほうで入力して発信しま

す。市町村が、なかなか対応が忙しくて困難

なときは、県のほうで確認して、こちらから

代行して入力しましょうかということで入力

したりすることもできますので、そういった

形で、いろんな形で活用を今させてもらって

おります。 

 

○村上寅美委員長 課長、今、県と平時のと

きから連携をとっているのかとっていないの

かということの質問でしょう。 

 

○前田憲秀委員 通信会社と。 

 

○村上寅美委員長 通信会社と。 

 

○福島危機管理防災課長 当然連携がとれて

いるので、それができているということでご

ざいます。 

 

○前田憲秀委員 ７月のときは、ドコモエリ

アメールは来たのですよね。ただ、ａｕとソ

フトバンクは、たしかなかったと思います。

だから、その連携が、行政が主導して通信会

社が出しているのかどうかをちょっと確認し

たいのですけれども、今の答弁じゃはっきり

わからないんですけれども……。 

 というのが、防災メールが来ます。すぐ後

にエリアメールも今回来たのですよ。ただ、

文章がほとんど一緒なのですよね。私の感覚

では、エリアメール、ドコモの場合は熊本全

市町村送れるようになりました。よっぽどな

ときにこのエリアメールは来るという感覚で

皆さん方にも周知しているのですよね、県民

の皆さんにも。同じような内容で来たので、

そこら辺の整合性というか、ドコモが一方的

に、これはもう送らないといけないというの

で送っているのか、県と連携をして、例えば

防災メールを通信会社が見て送っているの

か、そこら辺をもうちょっとお尋ねしたいの

ですけれども……。わかりますか。 

 

○村上寅美委員長 わからぬならわからぬて

言うたい。 

 

○福島危機管理防災課長 そういう意味で

は、全て行政主導でございます。ですから、

防災情報メールサービスも活用しますし、エ

リアメールも活用するということで、我々の

大きな方針としては、あらゆる手段を活用し

て、情報は同じですけれども、今後出してい

きたいというふうに考えております。 

 

○前田憲秀委員 もうちょっと、済みませ

ん。では、ａｕとソフトバンクは、たしか送

られてないと思うのですけれども、そこは確

認できていますか。 

 

○福島危機管理防災課長 そこの市町村がち

ょっと具体的……。 

 

○前田憲秀委員 熊本市ですよ。全部送られ

る範囲になっていると思うのですよ、熊本市

は。 

 

○福島危機管理防災課長 済みません、そこ

はちょっと調べさせてください。 

 

○前田憲秀委員 わかりました。あと一言だ

け。 

 先ほど誤報のこともあったのですけれど

も、今回、阿蘇で、私も現場の方に聞いて、

近くにいても、うちはもうすごい雨だと、で

も、近くの人は、そんなに降ってない。何年
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か前の水俣のときもそうだったのですよ。も

ううちはすごく降っているけど、芦北、近く

にいるのだけども、そんなに降ってないよと

いうことだったので、ああいうメールをもら

うと、やはりそのメールがとにかく重要だ

と。例えばこの間の誤報のときも、熊本で

は、もうかんかん照りだったのに、２カ所だ

ったですかね、水位が、１つは、もう５倍、

６倍ぐらいの水位だったので、明らかにおか

しいあれだったと思うのですけど、聞けば、

人為的なちょっとしたミスで誤報が流れたと

いうことだったので、そのことは非常にシビ

アに反省をして対策もとってもらいたいな

と。かつ、こういうメールが来たときは、や

はり重要なのだという意識づけを皆さんにさ

せないと、何のための防災メールか、はっき

りここの分別がつかなくなる危険があるんじ

ゃないかなと思って、そのことも要望させて

いただきます。 

 

○村上寅美委員長 ほかにありませんか。 

 

○佐藤雅司委員 本当に阿蘇の関係について

はお世話になりました。委員の皆さん方に大

変お世話になって、本当にありがたいという

ふうに思っております。 

 １つは、建設産業ですね、機動隊、消防、

警察、消防団、いろんな方が出ましたけれど

も、一番先に出ていくのは建設業なんです

ね。夜中の暗いうちから本当、頑張ってくれ

たと思っています。こうした建設産業が縮ん

でしまっている、昔から言うならば３分の１

以下だという中にあっても、オペレーターを

出して、本当、暗いうちから頑張ってくれた

と。それから、緊急的に道をあけにゃんと

か、緊急的なものについても本当にボランテ

ィアの状態で頑張ってくれたところも相当あ

るということですけれども、社会的にはほと

んど認知されていないというか、そんな感じ

がいたしておりますので、こういうところ

は、しっかりやっぱりお世話になったという

ことまで言っていく、どっかで言うべき必要

があるなという感じです。 

 それから、ボランティアですね、数万人の

方がおいでになって、県庁の皆さん方も、何

か部長さんたちもお忍びでおいでになったと

いうことで本当に感謝しておりますけれど

も、もちろん、何月何日何時間ぐらいボラン

ティアに入ったという受け付けもしながらや

っておられるとは思うのですけれども、表彰

までするとは、それはおかしい、感謝状も出

すのはおかしい話になるんですが、何かそこ

でボランティアをやったという証明みたいな

ものが、細かなものでもいいけど、何かそぎ

ゃんとはあるのですかね。そういう検討をさ

れたとか、あるいはそこに行けばわかるから

とか、そんなものがあったら教えていただき

たいと思います。 

 

○田嶋知事公室長 まず、建設業に対しての

感謝、それと、それを県民の皆さんにお知ら

せするということですけれども、建設業界に

おかれましては、災害の未然防止、最初越水

するときの未然防止から発災したときの道路

の土砂の除去とか、その後の救出、さらに

は、今回の場合は、木材の海への流出等もあ

りましたので、その除去まで本当に獅子奮迅

の活躍をしていただいたと思っております。 

 これにつきましては、知事も、本部の開催

のたびにそういうことも申し述べてきました

し、それと、直接協会の会長さんにも、感謝

と、それと激励の言葉も発していただいてお

ります。それと、災害が落ちつきまして、９

月に、土木とうちのほうでも意見交換の場も

持ったところでございます。 

 今後も、さまざまな場面で、今回の御苦労

と御活躍については紹介していきながら、い

かにこういう災害のときに建設業の方々が頑

張っていただいているかということについて

は、県民の方々に御紹介するとともに、これ
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まで以上に感謝申し上げていきたいというふ

うに思っております。 

 

○村上寅美委員長 田嶋公室長から今ござい

ましたけれども、建設業も、地場の地域のリ

ーダー格であったわけですね、これまで。と

ころが、閉鎖的に右肩落ちできているような

現状だから、この辺について、土木部長はど

ういうふうに考えていますか。 

 

○船原土木部長 この前、建設業協会の皆様

とも協議をさせていただきました。その中で

も、まさに機動隊の前に、また消防隊の前に

我々が行ったのだということで、非常に頑張

っておられるというのはよくわかっておりま

す。 

 今回、先ほど、委員からは、ボランティア

の証明というのがありましたけれども、我

々、建設業を所管しているといいますか、そ

こからしますと、このボランティアで頑張っ

ていただいたところを、入札というとあれで

すけど、入札の段階で評価をするというのは

一つの、言葉は悪いですけど、褒美といいま

すか……。 

 

○村上寅美委員長 あなた、もう喉に詰まる

ごたるけん、もちろんそれは、参加した人、

参加したというのは重要なのですよね。感謝

状とか、いろいろあるでしょうけど、やっぱ

りその業界で、あるところで聞いたところで

は、例えば、偉いさんというか、役員だけが

出て、そして連絡はなかったというような不

満もあるわけです。日本人のいいところは、

ボランティアはしたいという気持ちがあるん

ですね、本当に。だから、その辺をぜひひと

つ、業界という形の位置づけと、もちろん参

加者に対するあれは当然ですけど、その辺を

ぜひひとつ頭に入れとってもらえばありがた

いと思っています。 

 ほかにありませんか。 

 

○佐藤雅司委員 もう１つよかですか。 

 ２万数千人のボランティアが来られとると

ばってん、もちろん受け付けをされて、そこ

では記録が残っていると思います。だけど、

あなたはボランティアをされましたねという

何か小さな証明書みたいなものないのかなと

いうですね……。 

 

○吉田健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。ボランティア関係を担当してお

ります。 

 今回、熊本広域大水害におきましては、発

災翌日の７月13日から８月20日までの間に、

２万4,000人を超える方々に一般のボランテ

ィアとして入っていただきました。今、ボラ

ンティアの証明というお話がございました

が、ボランティアにつきましては、市町村の

社会福祉協議会を中心に、そのニーズとそれ

から奉仕される方の間を取り持っております

が、特に証明というのは出しておりません

が、基本的には社協のほうで保険に各個人の

方に入っていただいておりますので、その保

険関係の書類というのが、後々には、この広

域大水害で参加したというふうな、いわゆる

証拠的なものにはなろうかと思います。特

段、今のところ、取り扱いとして、一つ一つ

について証明書を出すというようなことは考

えてございません。 

 以上でございます。 

 

○田嶋知事公室長 今のところ、例えば県の

場合は、ボランティアを推奨する制度として

は、ボランティア休暇とかありますけれど

も、無私の労務提供ということで、顕彰する

制度ございません。ただ、今、今回も２万4,

000人の方が一生懸命頑張っていただいたと

いうことで、それに対する何かお礼の意味

を、できるなら制度ができるのかどうか、そ

れはちょっと検討させていただきたいと思い
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ます。 

 

○佐藤雅司委員 １つは、例えば献血をした

ならば、そこに何かあるじゃないですか。 

 

○村上寅美委員長 検討するそうですから…

…。 

 

○大西一史委員 佐藤先生がおっしゃるボラ

ンティアに、いろいろ非常に自発的に頑張ら

れたということで、何らかのという話。それ

は気持ちとして非常によくわかるところなの

です。ただ、ボランティアは、基本的に無私

の精神で、犠牲の精神でやるものですよね。

見返りを求めないのがボランティアなので、

そういう意味では、自発性でやっておられる

ということは、後年、歴史で社会が評価する

ようなことであると思うので、あんまり制度

化まではどうかなと思います。だから、そう

おっしゃる意味はよくわかるし、例えば、建

設業の方とか、いろいろもうボランタリーに

やっておられたというのはよくわかるけど、

やっぱり無償の精神、見返りを求めないとい

うことがボランティアの基本じゃないかなと

私は思うので、ちょっとそう感じましたの

で、その点も考えながら、いろいろやられる

場合は考えていただきたい。 

 

○中村博生委員 今のボランティアの話です

けれども、これは県もいかぬと思いますよ。

建設業あたりに、ボランティアをすれば何点

とかかん点とかあるじゃないですか、監理課

長。だから、そういう感覚になってしまうボ

ランティアじゃ意味がないというふうに思

う。だから、県もその辺はちょっと何か改め

た方がいいのではないですか。 

 

○村上寅美委員長 だから、それは、今、大

西委員がいみじくも言われたように、ＮＰＯ

とか、ボランティアというのは、あくまでも

これはもう本当にサービス精神でやっている

のだと。それを受けるほうの県として、だか

ら、ボランティアした者だけということじゃ

なくて、そういう感謝の意味で、それと必要

性、こういうところはあると思いますよ、ボ

ランティアの必要性。それから、建設業の地

方での必要性、この辺のところを、監理課

長、よくひとつ検討してください。 

 何か言うごたるなら、どうぞ。 

 

○金子監理課長 ボランティアの取り扱いに

ついては、内容も含めて検討したいと思いま

すので……。 

 

○村上寅美委員長 わかりました。 

 

○西岡勝成委員 この前の台風16号、今、17

号、まさしく異常潮位ですよね。900ぐらい

の気圧になると、もう水面がばあっと上がっ

てくるし、あれが五島内に入ってきたら、も

う大概大きな被害に私はなっていたと思うの

ですよ。最高の潮位だったということで、不

知火であったですよね、何年か前に。ああい

うのが今度も近づいたら、多分ああいうとこ

ろが何軒か出てたのじゃないかと思うんです

が、避難勧告とか、ああいうのはやっぱり早

目に出しとかぬと、もう近づいてから――子

供、お年寄りが、特に過疎化、高齢化してお

りますから、ああいうところのマップみたい

なものを早くつくって、自主防災組織で早目

に避難するような訓練をしとかぬと、本当、

不知火みたいなところが何カ所もあります

よ。私も台風のときにずっと見て回りまし

た、海岸線を。かなりの潮位ですよ。あれで

波と風が来たら物すごくなりますので、その

辺は十分ひとつ、不知火の経験があるわけで

すから、早目の避難指示というものを出す必

要があると思うのですけどね。 

 

○福島危機管理防災課長 今、西岡先生から
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御意見いただきました。 

 早目早目の避難というのが大変重要になっ

てまいります。今回、割と我々、ちょっとよ

かったなと思っているのは、これは、１つ

は、7.12の水害もあったからかもしれません

が、かなり自主避難等の動きもあったり、も

ちろん、市町村が避難勧告、避難指示をちゃ

んと発令したところもありますけれども、最

大で18市町村でそういった避難が行われまし

て、人数でいくと約550名程度ではあります

けれども、そういった形で、今回はそういう

ところは非常によかったかなと思っていま

す。 

 今後も引き続き、高潮、非常に本県にとっ

て、かなり警戒しておかなきゃいけませんの

で、そういったことは、また改めて市町村に

もお願いしていこうと思っています。 

 

○村上寅美委員長 要望でいいですか。 

 

○西岡勝成委員 早目早目のね。 

 

○鬼海洋一委員 １つだけ要望したいという

ふうに思いますが、せんだって、委員長も国

のほうに出向かれまして、海の対策を強く要

望されたようですけれども、阿蘇のほうも大

変でしたけれども、結果、特に私ども海を抱

えているところは、流木対策も非常に大変で

した。今も建設業のお話あっておりますが、

皆さん方が出ていただいて、非常に忙しい中

に処理をできたという点もありますけれど

も、予算の問題についてはやっぱり考えてい

かなきゃならぬ面が、今回のこの経験を通し

て非常にあるのじゃないかというふうに思っ

ています。 

 この激甚というこの中身の構造的な問題に

ついて、この際、その内容改善を求める必要

があるのではないかなというふうに思います

ので、ぜひその点を、この委員会としても、

執行部のほうでもお願いをしたいというふう

に思います。 

 それから、この流木については、まだ集め

たところで、今そのまま置いてあるのです

ね。この後の処理をどうするかという課題に

直面しておりますので、この辺についてどう

いうふうにお考えになっているのか、このこ

とを、できれば１点だけ質問したいと思いま

す。 

 

○船原土木部長 流木を拾い集めまして、今

仮の集積をしておりますけれども、今後、焼

却処分をするということで、最終処分場に持

ち込むという計画にしております。 

 

○鬼海洋一委員 まだ現地のほうでは、この

処理をめぐってどうしたらいいのかという、

いわば本部のほうの決定待ちの状況にあるの

ではないかというふうに思います。つまり、

市町村が処理をするものと県が処理するもの

と２つあるわけですね。つまり、県河川につ

いては県がする、それから市町村対応につい

ては市町村がするという状況になっておりま

すけれども、市町村で処理をするから、そこ

にあるから、じゃあ市町村がと、なかなか―

―同じ流木ですから、できるだけ県のほうで

御出動いただいて、援助をしていただいて、

各市町村の処理についてはスムーズにできる

ように取り組みいただきますように、この際

お願いしておきたいと思います。 

 

○岩中伸司委員 先ほど資料で、原発、原子

力災害対策で、本県と九電が７月６日に締結

をして、事故があった場合の迅速な連絡とい

うことで、ここに書いてありますけれども、

その下のほうには、50キロ圏内の市町村のと

ころの推進会議とありますが、一体50キロと

いうのは、根拠は、特別これは何かあるんで

すかね。 

 

○福島危機管理防災課長 昨年来、原子力の
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災害が発生した後、国のほうでいろんな検討

がなされております。それで、その中で、６

月のときも若干説明しましたが、30キロ内、

これについては重点的に対策を打っていくと

いうことになっております。ただ、いろんな

ワーキングの中で、要は、風向き等によって

影響がちょっと50キロあたりまで検討する必

要もあるのじゃないかといったようなものも

出ておりまして、その辺も踏まえまして、本

県では、50キロ以内の市町村と一緒に連携し

て対策に取り組んでいこうと考えたところで

ございます。 

 

○岩中伸司委員 事故以前の８キロというの

は、もう完全にあれはなくなったということ

ですね。 

 

○福島危機管理防災課長 もう基本は、30キ

ロというのが一つの線でございます。 

 

○岩中伸司委員 もう１つ。その中で、主な

内容の中に、この原子炉施設の増設というの

が１つありますね。増設、変更の事前連絡

と、この増設というのは全体的に考えられな

いことですが、こういう文言が入ったという

のは、何かその根拠をちょっとお聞かせ願い

たい。 

 

○福島危機管理防災課長 今回は、とにかく

情報は幅広くもらわんといかぬという思いで

つくっておりますので、まあ、ないと思うの

ですけれども、やっぱりきちっとこういうと

ころも押さえておく必要があると思って書い

ております。 

 

○岩中伸司委員 県も、原発というか、原子

力に頼らないクリーンエネルギーの方向とい

うのは、国の方向を受けて、そういう方向に

かじを今切られているわけですので、こうい

う表現は、なるだけ入れないような取り決め

をしてほしいなという要望をしておきます。 

 それと、これに絡んで、今課長の話のよう

に、風向きでいろいろ変わるのですね。30キ

ロ、50キロといっても、風が吹いてくれば10

0キロもあるけれども、これと、ちょっと

私、県北の隅っこに住んでいますので、荒尾

は玄海からのほうが近いのですが、玄海のこ

とは、この九電、同じ中身ですけれども、玄

海については全くないですか。 

 

○福島危機管理防災課長 今回、川内に関し

まして覚書を締結させていただきましたが、

もとから、川内、それから玄海、両方踏まえ

たところで原子力災害対策編ということで、

ことしの防災計画を見直しましたので、現在

何らかの形でこういったものができないかと

いう要請は行っております。 

 あと、先ほど、済みません、要望と言われ

ましたが、原子炉施設増設とか、表現は、こ

れはあくまで防災対策の覚書ですから、そこ

は当然必要だと思っております。 

 

○村上寅美委員長 いいですか。 

 何か質問ありませんか。 

  （｢なし」と呼ぶ者あり) 

○村上寅美委員長 それでは、最後に１つ、

13、14で、ちょっとこれは誰か質問もあった

けれども、眉山の崩壊ということですけれど

も、この件について、僕は、平成６年に、福

島知事時代、質問をしているのですよ。有明

海・八代海沿岸の海抜ゼロメーターというと

ころで、今でも、副委員長とちょっと話しよ

りましたけれども、松尾とか、この辺は災害

でなくても潮が越している。国道501号を潮

が越している日が何日かあるのですよ。そう

いう現状、海抜ゼロメーターですから。だか

ら、堤防が崩壊した場合は今度みたいになる

のですね、東日本みたいに。そういうこと

で、大変危惧しているというときは、普賢岳

の崩壊と私は位置づけてあったけど、眉山と
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いう名前が出てきたけれども、これはどっち

でもいいけど、そういうことだから、もうち

ょっとこれはしっかり調査、できるだけ調べ

てください。 

 そして、この絵では、雲仙をくんであるけ

ど、実際は熊本で5,100人、僕のときは5,600

と聞いたようだけど、5,100人の熊本県のと

うとい人命が亡くなられているという現状で

すね。この辺の分析も大体出ているはずで

す。大体出てるですよ、熊本県、どこがどれ

だけかと。どこが中心だったのかというよう

なこともありますからね。 

 今度は、有明海から熊本サイドのところを

見て、そしてどこでどうあったのかと。私が

そのときの質問で聞いたのは、普賢岳が崩れ

て、津波が発生して、そして正面に、河内に

来たと。それで、20から25メーターぐらいだ

った、その返しで島原がやられたというよう

な説明を受けました。だから調べてくださ

い。福島知事のとき、私の質問も答弁も出て

いるはずです。そのとき福島知事が、それは

心得とるから、緊急に何らかの対策を、方策

をとって前向きに検討すると言われて、今日

まで私は検討の話は聞いとらぬけど、２～３

年して不知火だった。調べてごらん。そうい

うことを私がカンピューターで覚えとります

から。 

 その辺は、やっぱり沿岸というのは、今、

鬼海委員が言ったように、もう一目ですか

ら、海抜ゼロメーターだから。だからこれ

は、この分野じゃないけど、土木部長もいる

けど、有明沿岸道路Ⅱ期というのは、これは

水産も含めてだけど、何とか早く福岡並みに

急いでもらいたいというのはそういうところ

もあるのです。防災道路としての機能もです

ね。その陳情に行ってきたのですよ。 

 そういうことですから、もう答えは要りま

せんけど、公室長、心しとってください、ぴ

しゃっとして。 

 ほかになかったら質疑を打ち切ります。 

 次に、閉会中の継続審査事件についてお諮

りいたします。 

 本委員会に付託の調査事件については、審

査未了のため、次期定例会まで本委員会を存

続して審査する旨、議長に申し出ることとし

てよろしいでしょうか。 

  （｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○村上寅美委員長 異議なしと認めます。 

 次に、その他に入りますが、何かございま

せんか。 

  （｢ありません」と呼ぶ者あり) 

○村上寅美委員長 それでは、これをもちま

して第10回震災及び防災対策特別委員会を閉

会いたします。 

  午後２時27分閉会 
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